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第４編 舗  装 
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道路構造の手引き改定対照表 

第４編 舗  装 
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新 旧 改訂理由 

   

 

 

 

 

 

 

 

令和３年度に発出された舗装種別選定の手引

きの内容を反映 

 



 

 

3 

 

道路構造の手引き改定対照表 

第４編 舗  装 

４-４ 

 

新 旧 改訂理由 

   

 

 

 

 

 

 

 

令和３年度に発出された舗装種別選定の手引

きの内容を反映 
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道路構造の手引き改定対照表 

第４編 舗  装 

４-10 

 

新 旧 改訂理由 

   

 

 

 

 

 

 

 

H17 センサスから H27 センサスへ更新 
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道路構造の手引き改定対照表 

第４編 舗  装 

４-12 

 

新 旧 改訂理由 

   

 

 

 

 

 

 

 

法律名の変更とシステム名の変更があったた

め、修正 
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道路構造の手引き改定対照表 

第４編 舗  装 

４-13 

新 旧 改訂理由 

   

 

 

 

 

 

 

 

舗装設計便覧を参考に文章を作成 
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道路構造の手引き改定対照表 

 

第４編 舗  装 

４-14 

新 旧 改訂理由 

   

 

 

 

 

 

 

 

舗装設計便覧を参考に文章を作成 
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道路構造の手引き改定対照表 

 

第４編 舗  装 

４-23 

新 旧 改訂理由 

   

 

 

 

 

 

 

 

舗装設計便覧を参考に表を作成 
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道路構造の手引き改定対照表 

 

第４編 舗  装 

４-26 

新 旧 改訂理由 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

舗装設計便覧を参考に表

を作成 

 

表 3.14  等値換算係数 

使用する層 材料・工法 品質規格 等値換算係数 a 

表層・基層 加熱アスファルト混合物 

ストレートアスファルトを使用，混合

物の性状は，舗装設計便覧，P80 表

-5.2.12)による。 

1.00 

〔注〕 

１．表層，基層の加熱アスファルト混合物に改質アスファルトを使用する場合には，その強度に応じた等値換算係数 a を設定する。 

２．再生アスファルト混合所において製造された再生加熱アスファルト混合物の等値換算係数も上記の数値を適用する。 

３．排水性舗装に使用されるポーラスアスファルト混合物の等値換算係数は 1.0 を用いる。 

 

表 3.15 等値換算係数 

使用する層 材料・工法 品質規格 等値換算係数 a 

上層路盤 

瀝青安定処理 
加熱混合:安定度 3.43kN 以上 0.80 

常温混合:安定度 2.45kN 以上 0.55 

セメント・瀝青安定処理 

一軸圧縮強さ〔7 日〕1.5～2.9MPa 

一次変位量〔7 日〕5～30 1/100cm 

残留強度率〔7 日〕65％以上 

0.65 

セメント安定処理 一軸圧縮強さ〔7 日〕2.9MPa 0.55 

石灰安定処理 一軸圧縮強さ〔10 日〕0.98MPa 0.45 

粒度調整砕石・粒度調整鉄鋼ス

ラグ 
修正 CBR80 以上 0.35 

水硬性粒度調整鉄鋼スラグ 
修正 CBR80 以上 

一軸圧縮強さ〔14 日〕1.2MPa 
0.55 

〔注〕 

１．安定度とは，マーシャル安定度試験により得られる安定度(kN)をいう。この試験は直径 101.6mm のモールドを用いて作製した高さ 63.5±1.3mm

の円柱形の供試体を 60±1℃の下で，円形の載荷ヘッドにより載荷速度 50±5mm/min で載荷する。 

２．一軸圧縮強さとは，安定処理材料の安定材の添加量を決定することを目的として実施される一軸圧縮試験により得られる強度(MPa)をいう。〔 〕

内は供試体の養生期間を表わす。なお，試験条件はセメント安定処理および石灰安定処理とセメント・瀝青安定処理とでは異なる(「舗装調査・

試験法便覧（平成 31 年版）,P.4-92～143,平成 31 年 3 月,（公社）日本道路協会」参照)。 

３．一次変位量とは，セメント・瀝青安定処理路盤材料の配合設計を目的として実施される一軸圧縮試験により得られる一軸圧縮強さ発現時におけ

る供試体の変位量(1/100cm)をいう。この試験は，直径 101.6mm のモールドを用いて作製した高さ 68.O±1.0mm の円柱形の供試体を載荷速度

1mm/min で載荷する。 

４．残留強度率とは，一軸圧縮強さ発現時からさらに供試体を圧縮し，一次変位量と同じ変位量を示した時点の強度の一軸圧縮強さに対する割合を

いう。 

５．修正 CBR とは，修正 CBR 試験により得られる所定の締固め度における CBR 値(%)をいう。 

６．再生路盤材混合所で製造された再生路盤材の等値換算係数も上記の数値を適用する。 
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道路構造の手引き改定対照表 

 

第４編 舗  装 

４-27 

新 旧 改訂理由 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

舗装設計便覧を参考に表を作成 

 

表 3.16 等値換算係数 

使用する層 材料・工法 品質規格 等値換算係数 a 

下層路盤 

クラッシャラン，鉄鋼スラグ，

砂など 

修正 CBR30 以上 0.25 

修正 CBR20 以上 30 未満 0.20 

セメント安定処理 一軸圧縮強さ〔7 日〕0.98MPa 0.25 

石灰安定処理 一軸圧縮強さ〔10 日〕0.7MPa 0.25 

〔注〕 

１．一軸圧縮強さとは，安定処理材料の安定材の添加量を決定することを目的として実施される一軸圧縮試験により得られる強度(MPa)をいう。〔 〕

内は供試体の養生期間を表わす。なお，試験条件はセメント安定処理および石灰安定処理とセメント・瀝青安定処理とでは異なる(「舗装調査・

試験法便覧（平成 31 年版）,P.4-92～143,平成 31 年 3 月,（公社）日本道路協会」参照)。 

２．修正 CBR とは，修正 CBR 試験により得られる所定の締固め度における CBR 値(%)をいう。 

３．再生路盤材混合所で製造された再生路盤材の等値換算係数も上記の数値を適用する。 
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道路構造の手引き改定対照表 

 

第４編 舗  装 

４-28 

新 旧 改訂理由 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

舗装設計便覧を参考に表を作成 

 

表 3.17  標準舗装構成 

N7,N6 N5～N1

①粗粒度アスファルト混合物（20） 3～7 65～85 4.90以上

②密粒度アスファルト混合物（20，13）

③細粒度アスファルト混合物（13）

④密粒度ギャップアスファルト混合物（13） 3～7 65～85

⑤密粒度アスファルト混合物（20F，13F）

⑥細粒度ギャップアスファルト混合物（13F）

⑦細粒度アスファルト混合物（13F） 2～5 75～90 3.43以上 20～80

⑧密粒度ギャップアスファルト混合物（13F） 3～5 75～85 4.90以上

⑨開粒度アスファルト混合物（13） 75 50 - - 3.43以上

⑩ポーラスアスファルト混合物（20，13） - - - -

70～85

75～85

4.90

［7.35］

以上

4.90以上

20～40

20～40

75 50

50

50

3～6

3～5

混合物の種類
突固め回数（回） 空隙率

（％）

飽和度

（％）
安定度（kN）

フロー値

（1/100cm）

 

（注） 

１.N7～N1：交通量区分 

２.積雪寒冷地域で交通区分Ｎ７及びＮ６の道路であっても、流動によるわだち掘れのおそれが少ないところにお

いては突固め回数を 50 回とする。 

３.安定度の欄の［ ］内の値は、Ｎ７及びＮ6 で突固め回数を 75 回とする場合の基準値 

４.水の影響を受けやすいと思われる混合物またはそのような箇所に舗設される混合物は、次式で求めた残留安定

度が 75％以上であることが望ましい。 

 残留安定度（％）＝（60℃、48 時間水浸後の安定度/安定度）×100 

５.再生アスファルト混合所において製造した再生加熱アスファルト混合物にも土曜の基準値を適用する 

６.ポーラスアスファルト混合物の設計アスファルト量の決定は、一般にマーシャル安定度試験によらないため、

基準値を示していない。 
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道路構造の手引き改定対照表 

 

第４編 舗  装 

４-29 

新 旧 改訂理由 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

路盤材の誤用が多かったた

め、記載内容の修正 

1.1  標準舗装構成 

愛知県下統一の標準舗装構成を次の表に示す。特に検討を要する場合以外は，表 3.18 によるものとする。 

なお，鉄鋼スラグを使用する場合は，表 3.19 によるものとする。 

表 3.18 標準舗装構成 

交通量 

の区分 

設計 

CBR 

表層+基層 上層路盤 下層路盤 
TA' H' 

加熱アスファルト混合物 瀝青安定処理 粒度調整砕石 クラッシャーラン 

N1 

(2) (4) - (10) (15) (11.3) (29*) 

3 4 - 8 10 9.3 22 

4 4 - 8 10 9.3 22 

6 4 - 12 - 8.2 16 

8 以上 4 - 9 - 7.2 13 

N2 

(2) (5) - (9) (20) (13.2) (34*) 

3 5 - 10 15 12.3 30 

4 5 - 10 10 11.0 25 

6 5 - 15 - 10.3 20 

8 以上 5 - 12 - 9.2 17 

N3 

(2) (5) - (20) (20) (17.0) (45*) 

3 5 - 15 20 15.3 40 

4 5 - 15 15 14.0 35 

6 5 - 10 15 12.3 30 

8 以上 5 - 10 10 11.0 25 

N4 

(2) (5) - (25) (30) (21.3) (60*) 

3 5 - 15 35 19.0 55 

4 5 - 10 40 18.5 55 

6 5 - 10 30 16.0 45 

8 5 - 15 15 14.0 35 

12 以上 5 - 10 20 13.5 35 

N5 

(2) (10) - (30) (35) (29.3) (75*) 

3 10 - 25 30 26.3 65 

4 10 - 15 35 24.0 60 

6 10 - 10 30 21.0 50 

8 10 - 15 15 19.0 40 

12 以上 10 - 10 15 17.3 35 

N6 

(2) (10) (8) (40) (55) (44.2) (113*) 

3 10 8 30 50 39.4 98 

4 10 8 15 60 36.7 93 

6 10 9 15 40 32.5 74 

8 10 8 15 30 29.2 63 

12 10 8 15 20 26.7 53 

20 以上 10 9 - 20 22.2 39 

N7 

(2) (15) (8) (50) (75) (57.7) (148*) 

3 15 8 40 60 50.4 123 

4 15 8 30 60 46.9 113 

6 15 8 15 60 41.7 98 

8 15 8 20 40 38.4 83 

12 15 8 20 20 33.4 63 

20 以上 15 8 - 35 30.2 58 

備考 1 TA':断面の等値換算厚， H':断面の合計舗装厚 

 2 ( )は修繕工事などで既存の路床の設計 CBRが 2であるものの，路床を改良することが困難な場合に適用するものとする。 

 3 *遮断層を設けるものとする。 

 4 上表中,厚さ 12cm 以上は,粒度調整砕石は M-40，クラッシャーランは RC-40，C-40 を原則とする。しかしながら,路盤の

最小厚は表 3.10 のとおり, 最大粒径の 3倍かつ 10cm との規定があるため,厚さを 10cmとする場合は M-25，RC-30，C-30

とするものとする。(RC-30 については，県内においてほとんど生産されていないため，当面の問 RC-40 を使用できるも

のとする。) 

 5 凍結深の検討は別途行なう。凍結深が深い場合は，粒調砕石路盤を 10cm まで薄くし，下層路盤を 

厚くできる。 

 6 標準舗装構成は，毎年度最初の改訂単価で経済性の検討を行う。 
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道路構造の手引き改定対照表 

 

第４編 舗  装 

４-30 

新 旧 改訂理由 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

路盤材の誤用が多かったため、記載内

容の修正 

表 3.19 標準舗装構成(鉄鋼スラグを使用する場合) 

交通量 

の区分 

設計 

CBR 

表層+基層 上層路盤 下層路盤 
TA' H' 

加熱アスファルト混合物 瀝青安定処理 粒度調整砕石 クラッシャーラン 

N1 

(2) (4) - (9) (10) (11.5) (23*) 

3 4 - 8 10 10.9 22 

4 4 - 10 - 9.5 14 

6 4 - 8 - 8.4 12 

8 以上 4 - 8 - 8.4 12 

N2 

(2) (5) - (10) (10) (13.0) (25*) 

3 5 - 9 10 12.5 24 

4 5 - 8 10 11.9 23 

6 5 - 10 - 10.5 15 

8 以上 5 - 8 - 9.4 13 

N3 

(2) (5) - (10) (35) (18.0) (45*) 

3 5 - 10 20 15.5 35 

4 5 - 10 15 14.3 30 

6 5 - 10 10 13.0 25 

8 以上 5 - 10 10 13.0 25 

N4 

(2) (5) - (15) (35) (22.0) (55*) 

3 5 - 15 25 19.5 45 

4 5 - 15 20 18.3 40 

6 5 - 15 15 17.0 35 

8 5 - 10 15 14.3 30 

12 以上 5 - 10 10 13.0 25 

N5 

(2) (10) - (25) (25) (30.0) (60*) 

3 10 - 20 20 26.0 50 

4 10 - 15 25 24.5 50 

6 10 - 15 15 22.0 40 

8 10 - 10 15 19.3 35 

12 以上 10 - 10 10 18.0 30 

N6 

(2) (10) (8) (35) (35) (44.4) (88*) 

3 10 8 30 30 40.4 78 

4 10 8 25 25 36.4 68 

6 10 8 20 20 32.4 58 

8 10 8 15 20 29.7 53 

12 10 8 10 20 26.9 48 

20 以上 10 9 - 20 22.2 39 

N7 

(2) (15) (8) (45) (45) (57.4) (113*) 

3 15 8 35 40 50.7 98 

4 15 8 30 35 46.7 88 

6 15 8 25 25 41.4 73 

8 15 8 15 35 38.4 73 

12 15 8 15 15 33.4 53 

20 以上 15 8 - 35 30.2 58 

備考 1 TA':断面の等値換算厚，H':断面の合計舗装厚 

2 ( )は修繕工事などで既存の路床の設計CBRが2であるものの，路床を改良することが困難な場合に適用す 

るものとする。 

3 *遮断層を設けるものとする。 

4 粒度調整砕石はHMS-25，HMS-25Sとする。クラッシャーランはCS-40及びCS-20を原則とするものとする。 

5 凍結深の検計は別途行なう。凍結深が深い場合は，粒調砕石路盤を10cmまで薄くし，下層路盤を厚くでき

る。 

6 標準舗装構成は，毎年度最初の改訂単価で経済性の検討を行う。標準舗装構成は，毎年度最初の改訂単価

で経済性の検討を行い，設定単価ブロックのどれかで，この表の構成と最も経済的な構成との工費の差が

3%以上生じた場合は，改訂の検討を行なうものとする。 
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道路構造の手引き改定対照表 

 

第４編 舗  装 

４-45 

新 旧 改訂理由 

   

 

 

 

 

 

 

 

舗装設計施工指針を参考に文章を作成 
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道路構造の手引き改定対照表 

 

第４編 舗  装 

４-46 

新 旧 改訂理由 

   

 

 

 

 

 

 

 

舗装設計施工指針を参考に文章を作成 
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道路構造の手引き改定対照表 

 

第４編 舗  装 

４-47 

新 旧 改訂理由 

   

 

 

 

 

 

 

 

舗装設計施工指針を参考に文章を作成 
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道路構造の手引き改定対照表 

 

第４編 舗  装 

４-48 

新 旧 改訂理由 

   

 

 

 

 

 

 

 

舗装設計施工指針を参考に文章を作成 
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道路構造の手引き改定対照表 

 

第４編 舗  装 

４-49 

新 旧 改訂理由 

   

 

 

 

 

 

 

 

舗装設計施工指針を参考に文章を作成 
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道路構造の手引き改定対照表 

 

第４編 舗  装 

４-53 

新 旧 改訂理由 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

クラッシャーランの適用について説明を補足 

 


